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ビジネスケアラ ー増加に伴う仕事と介護の両立支援について
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近年ヤングケアラ ー 、 ダブルケアラ ー 、 ビジネスケアラ ー など介
護等における問題がクロ ー ズアップされております。 職場における
介護対応の留意点を教えてください。

貴重な人材を介護離職で失わない為に「まだ大丈夫」ではなく
今から各々の職場に合った「両立支援に向けた体制づくり」に本腰
を入れて取り組んでいくことが必要です。
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《解説》
超高齢社会の中、仕事をしながら家族の介護に従事する、いわゆるピジネスケアラーの数は、ピ ー クを

迎える2030年時点で推計約318万人になるとされ、労働力人口減少に伴い、非常に重大な課題です。
また、介護発生による労働者の生産性低下等による経済的損失額は、2030年時点で約9兆円と推計され

ております。よって、企業の中で従業員に対して仕事と介護の両立支援を講じていくことが喫緊の課題で
すが、企業規模・業種等の企業実態に応じた両立支援の在り方等については、十分に整理されていない状
況です。

介護と仕事の両立実現に向けては、課題として、職場・組織の
理解不足、両立体制構築に当たっての初動支援が手薄い、査謳保
険サ ーピス単体ではカパ ー 範囲が限定的であること等が挙けられ
ており、従業員個人のみでは十分な対応が困難な側面があります。

しかしながら、多くの企業では介護が個人の課題と認識されて
いることや、企業側で制度整備以上にどういった対応を進めてい
くべきかというスタンタ ー トがない状況も見受けられます。

よって、企業におけるピジネスケアラー ヘの支援充実化に向け
ては、介護休業・休暇制度の整備といった、法定された制度面での支援に加えて、介護に係るリテラシ ー

の向上や組織内での理解促進（特に、上司の理解）、個々人に寄り添った形での相談窓口の整備といった実
態面での支援を進めていくことが重要です。

これらを進めるにあたっては厚生労働省が「仕事と介護の両立支援ガイド」を公表し、具体的な5つの
取組みを明示しています。
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1.従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握
現行の介護の有無、自社の介護休業などの制度や公的な介護保険制度などの理解度等の調査

2.制度設計・見直し
自社制度を「法定基準」「従業員周知」「わかりやすさ•利用しやすさ」「ニ ー ズ対応」 等の観点から点
検・見直し

3.介護に直面する前の従業員への支援
従業員が介護に直面する前に、直面しても離職しなくて済むような、介護の心構えや基本情報の提供を
実施

4.介護に直面した従業員への支援
自社の両立支援制度の利用支援、相談しやすい体制の整備、地域の介護サ ー ピスの利用支援などを実施

5.働き方改革
介護のため時間制約のある従業員が、就業継続でき、仕事に意欲的に取り組めるような職場環境を整備

このような取組みが示されているものの、介護離職者数が年間約10万人を超え、介護休業などの制度が
規定されているにも関わらず、それを知らないまま離職に至るケースが多い現状を鑑み、厚生労働省は、
今後、企業に、

0両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認
0介護に直面する前の早い段階での両立支援制度等に関する情報提供
〇研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備

等を義務付ける方針を固めました。令和6年の通常国会に法案が提出され、令和7年に施行される予定と
なっています。今後の両立支援における動向には留意しながら、より良い職場現境形成を進めていく必要
があるでしょう。
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